
【お知らせ】経営事項審査における監理技術者講習の受講時期

の考え方について

令和４年８月 15 日に経営事項審査の事務取扱いについて（平成 20 年１

月 31 日付け国総建第 269 号）が改正され、経営事項審査における監理技術者

講習の受講時期についても改正建設業法施行規則（令和３年１月１日施行）に

準拠することとなりました。

○経営事項審査の事務取扱いについての改正（令和４年８月 15 日施行）

＜問合せ先＞

改正前

Ⅰ２（１）ロ①

建設業法第15条第２号イに該当する者(以下「一級技術者」という。)であ

って、かつ、同法第27 条の18 に定める監理技術者資格者証の交付を受けて

いるもの(同法第26 条の４から第26条の６までの規定により国土交通大臣の

登録を受けた講習を当期事業年度開始日の直前５年以内に受講したものに

限る。

改正後

Ⅰ２（１）ロ①

建設業法第15条第２号イに該当する者(以下「一級技術者」という。)であ

って、かつ、同法第27 条の18 に定める監理技術者資格者証の交付を受けて

いるもの(同法第26 条の４から第26条の６までの規定により国土交通大臣の

登録を受けた講習を受講した日に属する年の翌年から起算して５年経過し

ないものに限る。
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